
【二段階の書面審査】 海外特別研究員
１申請あたり原則６名の審査員が、二段階での書面審査を実施します。
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１申請あたり、書面審査セット毎に配置された
原則６名の審査員が書面審査（相対評価）を実施

一段階目の書面審査
一段階目の書面審査の結果、ボーダーゾーンとなった申請を
対象に、他の審査員の一段階目の評価及び審査意見も参考に

改めて二段階目の評点を付し、採否を決定

二段階目の書面審査
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（一段階目の書面審査と同一の審査員）
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